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悪質商法や特殊詐欺の手口の巧妙化により、被害が高額化しています。

特に特殊詐欺被害については、早急に高齢者への対策が必要な状況とな

っています。 

 

山口市における特殊詐欺被害 

 件数 被害額 

平成 26年 23（20） 138,150,000 円（136,840,000 円） 

平成 25年 12 136,340,000 円 

比較増減 11 101,810,000 円 

                ※（ ）は、60歳以上の被害 

 

消費生活センターでは、消費者被害の未然防止、早期発見及び拡大防

止を図るために、相談体制、機能の強化を図るとともに、消費者教育の

推進、啓発の強化を進めていき、特に狙われやすい高齢者を中心とした

消費者を見守るため、地域全体でのネットワークづくりを進めます。 

 

 

≪平成 27年度の主な取り組み≫ 

 

相談体制、センター機能の強化 

 

① 消費生活相談員を増員（3名⇒4 名） 

複雑多様化する消費生活問題に、相談者の立場になって相談を受けます 

 

② 消費生活センターの移転（3階⇒1階） 

市民の皆様の利便性の向上と関係部署間の連携強化を進めます 

 

消費者教育の推進や啓発の強化 

① 各地域交流センターでの移動消費生活センター相談室を開設 

市内 21 地域交流センターに年 2 回出向き、出前講座の開催と相談を受ける事

業を展開します 

 

件 名： 消費生活センターの取り組みについて 

担当課： 市民安全部 生活安全課 消費生活センター（電話：083-934-2926） 
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② 消費生活啓発回覧板を配布 

市内の自治会・町内会の班数分 8,500 部配布し、消費生活問題を喚起してまい

ります。 

 

③ 消費生活センターパンフレット・マグネットの配布 

高齢者世帯を中心に、配布を行い、早期相談につなげます。 

 

④ 振込め詐欺撃退電話装置の貸し出し 

多発する特殊詐欺対策として、警察、防犯対策協議会等と、自動録音装置を

100 台無料で貸し出します 



消費者被害防止見守りネットワークづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

早期相談・見守り体制の構築 

・移動消費生活センター相談室 （各地域交流センター年２回） 

・消費生活啓発回覧板の活用 

・消費生活センターパンフレット・マグネットの配布 

・振込め詐欺撃退電話装置の貸し出し（１００台） 

 

・消費生活相談員の増員（３名⇒４名） 

・消費生活センターの移転（３階⇒１階） 

 

消費者教育の推進・啓発の強化 相談体制・センター機能強化 

振り込め詐欺撃退電話装置のイメージ   

 

株式会社レッツ・コーポレーション ウェブサイトより 
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